
お口の健康サポート事業実施要綱 
  
  第１章 総則 
（目的） 
第１条 この要綱は、乳幼児を子に持つ保護者の育児の負担軽減と子育て支援に資する

ための相談（乳幼児歯科相談）及び成人の口腔疾患の予防、早期発見、早期治療を図

るための健診及び保健指導（成人歯科相談）、６５歳以上の高齢者の介護予防のため

の口腔機能維持向上に係る相談（口腔機能相談）を行うことにより、生涯にわたる歯

科口腔保健を推進することを目的とする。 
（実施主体及び実施責任者） 
第２条 事業の実施主体は、各区役所・支所保健福祉センターとし、実施責任者は各保

健福祉センター長とする。 
 

第２章 乳幼児歯科相談 
（対象者） 
第３条 対象者は、次の各号に掲げる０歳から就学前の乳幼児とその保護者とする。 

⑴ 乳幼児の歯や口腔に関する相談を希望する者 
⑵ 乳児健康診査、１歳６か月児健康診査及び３歳児健康診査（以下「乳幼児健診」

という。）等において、歯や口腔に関する不安が認められる者 
⑶ 乳幼児健診等において、経過観察が必要と認められる者 
⑷ その他保健福祉センター長が必要と認めた者 

（実施方法） 
第４条 原則として、区役所・支所保健福祉センターで実施する。 
（実施内容） 
第５条 実施内容は、次の各号のとおりとし、別に定める乳幼児歯科相談マニュアルに

則って実施する。 
⑴ 問診 
⑵ 口腔内診査 
⑶ 診査結果に基づく指導 
⑷ 歯科保健指導 
⑸ 歯科健康相談 
⑹ その他保健福祉センター長が認めるもの 

（記録） 
第６条 歯科相談の記録等は、乳幼児歯科相談マニュアルにある乳幼児歯科相談記録票

により行うものとする。 
２ 乳幼児歯科相談記録票は、区役所・支所保健福祉センターにおいて５年間保存する

ものとする。 
（関係機関との連携） 



第７条 保健福祉センター長は、乳幼児歯科相談事業を円滑かつ効果的に実施するため

に、京都府歯科医師会等の関係機関と緊密な連携を図り、必要な協力を求めるものと

する。 
２ 事業の実施に当たっては、保護者の心身の健康や育児態度にも留意し、乳幼児が児

童虐待を受けている可能性があると認められる場合には、関係機関に連絡又は通報を

行う等、必要な連携を図るものとする。 
（報告）                                   
第８条 保健福祉センター長は、事業を実施した月の翌月末日までに、事業所管課の長

へ実施状況を報告するものとする。 
  
  第３章 成人歯科相談及び口腔機能相談 

（対象者） 
第９条 対象者は次の各号に掲げる者とする。 

⑴ 成人歯科相談 
市内在住の１８歳以上６５歳未満で健診や相談を希望する者 
ただし、１８歳未満であっても、妊産婦等の口腔疾患のリスクが高く相談等の受

入れが望ましいと判断された者は対象とする。 
⑵ 口腔機能相談 

市内在住の６５歳以上で介護予防や口腔機能向上に関する相談を希望する者 
（実施方法） 
第１０条 原則として、区役所・支所保健福祉センターで実施する。 
２ 口腔機能相談は、成人歯科相談と併せて実施することができるものとする。 
（実施内容） 
第１１条 実施内容は、次の各号のとおりとし、別に定める成人歯科相談マニュアルに

則って実施する。 
⑴ 問診 
⑵ 口腔内一般診査（う蝕、補綴、喪失歯の状況、歯垢、歯石の有無） 
⑶ 歯周組織診査 
⑷ 歯科保健指導（６５歳以上の者には口腔機能の維持向上のための指導を含む。） 
⑸ 歯科健康相談 
⑹ その他保健福祉センター長が認めるもの 

（記録） 
第１２条 歯科相談の記録等は、成人歯科相談マニュアルにある成人歯科相談記録票に

より行うものとする。 
２ 成人歯科相談記録票は、区役所・支所保健福祉センターにおいて５年間保存するも

のとする。 
（指導） 
第１３条 歯科相談の診査結果は、成人歯科相談記録票（受診者用）により、受診者に



通知するとともに、結果を踏まえて必要な保健指導等を行う。 
（関係機関との連携） 
第１４条 保健福祉センター長は、成人歯科相談及び口腔機能相談事業を円滑かつ効果

的に実施するために、京都府歯科医師会等の関係機関と緊密な連携を図り、必要な協

力を求めるものとする。 
（報告） 
第１５条 保健福祉センター長は、事業を実施した月の翌月末日までに、事業所管課の

長へ実施状況を報告するものとする。 
 

附 則 
（施行期日） 
この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 
なお、従前の「乳幼児歯科相談事業実施要綱」及び「成人・妊婦歯科健診相談指導

事業実施要綱」は廃止する。 
 

附 則 
この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

  附 則 
この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

  附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

  附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

  附 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、要綱中「保健福祉センタ

ー」及び「保健福祉センター長」とあるものは、平成２９年５月７日までは、「保健

センター」及び「保健センター長」、と読み替えるものとする。 
  附 則 
この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 


